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家庭用品中有害物質の試験法及び基準に関する研究 

 

研究代表者  河上 強志 （国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 室長） 

 

本研究は、現行の家庭用品規制法における有害物質の改正試験法の開発及び基準

値改正、並びに現行では対象外の家庭用品及び有害物質に対する規制基準設定に資

する情報収集を目的としている。具体的には、溶剤 3 種類（メタノール［MeOH］、

トリクロロエチレン[TCE]、テトラクロロエチレン[PCE]）、防炎加工剤 3 種類（トリ

ス（2,3-ジブロムプロピル）ホスフェイト[TDBPP]、ビス（2，3-ジブロムプロピル）

ホスフェイト[BDBPP]化合物、トリス（1-アジリジニル）ホスフィンオキシド[APO]）

及び防虫剤 2 種類（ディルドリン、4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-ト

リフルオルメチルベンズイミダゾール [DTTB]）について、キャピラリーカラムを用

いたガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）を用いた改正試験法を検討している。

昨年度までに、溶剤及び防虫剤については試験法が開発できたので、本年度は研究代

表及び分担者並びに協力地方衛生研究所が連携して、開発した試験法の妥当性評価

を実施した。また、防炎加工剤については、昨年度までに開発した試験法に基づき、

実際のカーテン試料を用いて TDBPP 及び BDBPP 化合物の GC-MS 同時分析法を検

討した。さらに、家庭用洗浄剤中の有害物質である、塩酸及び硫酸（酸）、並びに水

酸化ナトリウム及び水酸化カリウム（アルカリ）について、有害物質に指定されてい

ない酸及びアルカリを使用している場合に違反判定ができないことが問題となって

いるため、確認試験の開発を及びそれらの諸外国での規制状況調査を実施した。ま

た、新規に対象とすべき家庭用品又は有害物質に関する調査として、これまでに情報

収集した規制対象外の有害物質の中から、欧州で規制された繊維製品中の発がん性

染料について、我が国での実態を調査した。 

有害物質の改正試験法の開発では、溶剤 3 種及び防虫剤 2 種について、7 機関及び

6 機関で妥当性評価試験を実施した。その結果、再現性及び精度ともに十分な結果が

得られ、これらは改正試験法として有効であると考えられた。今後、これらの試験法

を家庭用品安全対策調査会に提案し、試験法の改正を目指す予定である。また、防虫

剤についてはヘリウムガス不足に対応した代替キャリアガス（水素ガス）を利用した

GC-MS 法や高速液体クロマトグラフィーによる測定法も検討した。防炎加工剤では、

TDBPP 及び BDBPP 化合物について、現行試験法よりも安全性や精度及び感度の向

上した試験法が開発できた。酸・アルカリについては、アニオン、カチオン、有機酸

の計 23 種が同時分析可能な確認試験法が開発できた。洗浄剤の酸及びアルカリに関
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する規制について、諸外国の状況について調査した。米国では酸及びアルカリ含有量

による製品への表示、中国では総酸度の規定が存在した。カナダでは、pH よる腐食

性分類に基づく製品表示が求められていた。韓国では、家庭用の洗浄剤について、酸

及びアルカリ含有量規定が存在した。欧州では洗浄剤について、酸・アルカリ含有量

や pH に関する規定は調べた限りでは見つからなかった。欧州で規制された Disperse 

Blue 1 、Basic Red 9 及び Basic Violet 3 の 3 種類の発がん性染料を含む 12 種類の染

料について、繊維製品 26 製品について分析を実施したところ、いずれの製品につい

ても対象化合物は検出されなかった。 

研究分担者：大嶋智子（大阪健康安全基盤

研究所 主幹研究員）、西 以和貴（神奈川

県衛生研究所 主任研究員）、田原麻衣子

（国立医薬品食品衛生研究所 主任研究

官） 

研究協力者：菅谷なえ子（横浜市衛生研究

所 専門研究員） 

 

A. 目的 

我が国では、家庭用品を衛生化学的観

点から安全なものにすることを目的とし

て、「有害物質を含有する家庭用品の規制

に関する法律（家庭用品規制法）」（昭和 48

年法律第百十二号）が存在する。家庭用品

規制法では指定家庭用品に含まれる有害

物質の含有量や溶出量について基準を定

めており、現在までに 21 種類の有害物質

が指定されている。 

この 21 種類の有害物質のうち、17 種

類が法律制定時から昭和 58 年までに指

定され、残り 3 種類が平成 16 年に、1 種

類が平成 27 年にそれぞれ指定された。こ

れら 17 種類の有害物質のほとんどは、指

定当初から試験法が改正されていない。

そのため、家庭用品規制法に基づく検査

時に、現在の分析技術水準から乖離した

分析機器や有害な試薬を使用しなければ

ならないことが問題となっている。その

ため、現在の分析水準等に合わせた試験

法の改正は喫緊の課題となっている。ま

た、基準値は当時の知見に基づいて設定

されており、対象有害物質について新た

なハザード情報や曝露に関する知見を加

えることで、必要に応じて、現行基準値の

見直しを検討したり、現行の「検出されな

いこと」とされている有害物質の基準に

対して、基準値を設定したりする必要が

ある。さらに、指定有害物質が当初想定さ

れていなかった家庭用品に含有されてい

たり、有害性が懸念される代替物質が使

用されていたりすることも報告されてい

る。そして、生活様式の多様化に伴い新た

な形態の家庭用品の創出、及び新たな化

学物質の使用可能性もあり、健康被害の

発生が懸念される。 

このような背景から、本研究では、現行

の家庭用品規制法における有害物質の改

正試験法の開発及び規制基準値改正、並

びに現行規制基準では対象外の家庭用品

及び有害物質に対する規制基準設定に資

する情報収集を目的とした。 

具体的には、溶剤 3 種類（メタノール、



3 

 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン）、防炎加工剤（難燃剤）3 種類（ト

リス（2,3-ジブロムプロピル）ホスフェイ

ト[TDBPP]、ビス（2，3-ジブロムプロピ

ル）ホスフェイト[BDBPP]化合物、トリ

ス（1-アジリジニル）ホスフィンオキシド

[APO]）及び防虫剤 2種類（ディルドリン、

4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノ

キシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミ

ダゾール [DTTB]）について、前処理の簡

略化と高分離能を有するキャピラリーカ

ラムを用いたガスクロマトグラフ質量分

析計（GC-MS）を用いた測定方法の開発

を目指す。また、それらハザード及び曝露

情報を収集し、基準値について検討する。

さらに、新規に対象とすべき家庭用品又

は有害物質について、諸外国の規制基準、

健康被害状況等について調査し、規制基

準設定の是非を検討するのに必要な情報

を提供する。 

昨年度までに、溶剤及び防虫剤につい

ては試験法が開発できたので、本年度は

研究代表及び分担者並びに協力地方衛生

研究所が連携して、開発した試験法の妥

当性評価を実施した。さらに、家庭用洗浄

剤中の有害物質である、塩酸及び硫酸

（酸）、並びに水酸化ナトリウム及び水酸

化カリウム（アルカリ）について、現行試

験法では、洗浄剤の pH を滴定法によって

測定し違反の判定をしている。しかし、こ

の方法では有害物質に指定されていない

酸及びアルカリを使用している場合に違

反判定ができないことが問題となってい

る。そこで、洗浄剤中の酸及びアルカリの

確認試験法の開発及びそれらの諸外国で

の規制状況調査を実施した。 

新規に対象とすべき家庭用品又は有害

物質に関する調査として、これまでに情

報収集した規制対象外の有害物質の中か

ら、欧州で規制された繊維製品中の発が

ん性染料について、我が国での実態を調

査した。 

 

B．研究方法 

B.1 有害物質の改正試験法の開発及び規

制基準値改正のための情報収集 

B.1-1 家庭用品中の溶剤試験法に関する

研究 

これまでに、家庭用品規制法における

対象 3 物質（MeOH、TCE、PCE）及び未

規制の揮発性有機化合物をヘッドスペー

ス（HS）/GC-MS で一斉分析する方法を開

発した。今年度は、妥当性評価試験のため

に、対象有害物質を現行基準値及びその

1/10 濃度含有する 2 種類のエアゾル試料

を作製した。それらの試料には、妨害物質

として存在する可能性のある揮発性有機

化合物も添加した。これらの試料について、

HS-GC/MS 分析時の分離状態、ボトル間差

及び試料捕集時のノズル形状の影響を評価

した。そして、作製した試料を用いて 7 機

関による妥当性評価試験を実施した。 

 

B.1-2. 家庭用品中の防炎加工剤試験法に

関する研究 

これまでに、低濃度での誘導体化につ

いて、市販される安全で取り扱いが簡便

な N,O-bis(trimethylsilyl) trifluoroacetamide

（BSTFA）によるトリメチルシリル（TMS）

誘導体化及びTMSジアゾメタンヘキサン

溶液使用によるメチル誘導体化を比較し、

メチル化が低濃度でも安定して反応する
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ことを明らかにしてきた。今年度は、防炎

加工されたカーテンを試料に用い、抽出

溶媒を発がん性のあるベンゼンから酢酸

エチルに変更して検討を行った。そして、

TDBPP 及び BDBPP 化合物の GC-MS 同

時分析法の有用性を確認し、分析法を確

立することを目的とした。 

 

B.1-3. 家庭用品中の防虫剤試験法に関す

る研究 

これまでに DTTB の GC-MS 分析にお

ける phenyltrimethyl ammonium hydroxide 

(PTAH)を用いたメチル誘導体化の有効性

や、妨害成分を除去できる試料の精製方

法を検討し、有効な試験法を開発してき

た。本年度は、開発した試験法の妥当性評

価試験のために、対象有害物質を現行基

準値及びその 1/10 濃度含有する 2 種類の

羊毛試料を作製した。さらに、規制基準策

定当時に試買され、対象有害物質の含有

が確認されている 3 種類の製品について

もそれぞれ試料とした。これらの試料を

用いて、6 機関で妥当性評価試験を実施し

た。また、ヘリウム不足対策として、水素

ガスをキャリアとした GC-MS 法及び高

速液体クロマトグラフ-フォトダイオード

アレイ検出器（HPLC-PDA）による分析法

について検討した。 

 

B.1-4. 家庭用洗浄剤（酸・アルカリ）の

試験法に関する研究 

電気伝導度検出器及び紫外検出器を備

えたイオンクロマトグラフを用いて、6 種

のカチオン（リチウムイオン、ナトリウム

イオン、アンモニウムイオン、カリウムイ

オン、マグネシウムイオン、カルシウムイ

オン）及びモノエタノールアミンを陽イ

オン分析で、7 種のアニオン（フッ素イオ

ン、塩化物イオン、臭化物イオン、亜硝酸

イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、リン酸

イオン）及び 9 種の有機酸（乳酸、グリコ

ール酸、酢酸、スルファミン酸、ギ酸、リ

ンゴ酸、コハク酸、シュウ酸、クエン酸）

を陰イオン分析により、それぞれ一斉分

析法を検討した。 

また、市販洗浄剤 5 製品（酸性 3 製品

およびアルカリ性 2 製品）について、現

行試験法（滴定法）及びイオンクロマトグ

ラフによる測定を行った。 

 

B.1-5. 規制基準値改正のための情報収集 

欧州、米国、中国及び韓国の 4 つの国

や地域における、洗浄剤中の酸及びアル

カリに関する規制の有無並びに規制根拠

や方法等についても調査した。 

 

B.2 規制対象外の家庭用品及び有害物質

に対する規制基準設定に資する情報収集 

欧州で規制された Disperse Blue 1 、

Basic Red 9 及び Basic Violet 3 の 3 種類の

発がん性染料を含む 12種類の染料につい

て、T シャツやストール等の繊維製品 26

製品を対象に実態調査を実施した。分析

は、ISO16373-3 “Method for determination of 

certain carcinogenic dyestuffs (method using 

triethylamine/methanol)”に従い、一部改変

して実施した。 

 

C. 結果及び考察 

C.1 有害物質の改正試験法の開発及び規

制基準値改正のための情報収集 

C.1-1. 家庭用品中の溶剤試験法に関する
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研究 

作製試料を HS/GC-MS 法で分析した結

果、対象 3 物質とその他の揮発性有機化合

物とは十分に分離されること、作製試料

のボトル間差を評価し、ばらつきが少なく妥

当性評価試験用として問題ないことを確認し

た。また、捕集時のノズル種類の影響を検討

した結果、ノズルの種類が回収率に影響す

ることはほとんどないと考えられた。また、試

料捕集から採取・溶解までの時間による影

響を検討した結果、採取・溶解までの時間

が長くなると回収率が高くなることから、試料

溶液中に含まれる噴射剤であるジメチルエ

ーテルを十分に除去する必要があると考え

られた。 

作製した試料を用いて 7 機関で妥当性評

価試験を実施した。参加した 7 機関のうち、

4 機関で HS 専用サンプラー、3 機関でシリ

ンジを用いる複合型サンプラーを使用し、1

機関では専用サンプラーと分析カラムを直

接接続して分析した。本研究における妥当

性評価試験の結果を厚生労働省の「食品

中に残留する農薬等に関する試験法の妥

当性評価ガイドライン」で示された基準

（真度 70~120%、併行精度 10%未満、室

内精度 15%未満）で検討した。なお、この

ガイドラインでは分析の繰り返し回数を

5 回以上としているが、本研究では 4 回の

繰り返し分析の結果で検討した。その結

果、真度について TCE 及び PCE の基準値

の 1/10 濃度試料で 1 機関のみ 120%をわず

か に 超 え たも の の 、そ の 他 の 機 関で は

70~120%の範囲であった。また、80%を下回

った機関については、試料捕集後の噴射剤

の除去がやや不十分であったことが影響し

ていたと考えられた。各機関における併行精

度は 10%を下回っていた。室内精度につい

ては、今回の試験では各機関において求

めていないが、先のガイドラインの Q&A

において室間精度が室内精度の目標を満

たしていれば、室内精度も目標を満たし

ていると判断してよいとされている。そこ

で、室間精度を算出したところ 15%を下回っ

ていたことから、室内精度についても十分に

確保されていた。以上から、本法は改正試

験法として有効であると考えられた。 

 

C.1-2.家庭用品中の防炎加工剤試験法に

関する研究 

GC-MSの選択イオンモニタリング分析

では、BDBPPメチル化体及び TDBPPは、

いずれも 0.5-8 μg/mLの良好な検量線が得

られ、定量下限値（各 1 μg/g）は家庭用品

規制法の検出限界（10 及び 8 μg/g）を十

分下回った。実試料での検討として、防炎

加工されたカーテン 0.5 g に TDBPP 及び

BDBPP 化合物をいずれも 5 μg 添加して

回収試験を実施した。その際、抽出溶剤に

は、発がん性のあるベンゼンから酢酸エ

チルに変更して検討を行った。その結果、

サロゲート補正による添加回収率は、メ

チル化の有無や酢酸エチル抽出回数にか

かわらず、両化合物は 82-107%（相対標準

偏差（RSD）1-16%）の回収率を示し、良

好であった。なお、BDBPP 化合物につい

ては、その存在が疑われる場合や夾雑物

による妨害が見られる場合には、メチル

誘導体化して分析することで妨害を排除

して定量するのが望ましい。 

また、内部標準法及び絶対検量線法に

ついても検討を加え、いずれも酢酸エチ

ル 2 回抽出によって、TDBPP はメチル化
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せずに 77%（RSD5%）、110%（RSD4%）

と良好な回収率を示し、BDBPP 化合物は

メチル化することで 90%（RSD24%）、97%

（RSD25%）、とややばらつくが良好な回

収率が得られた。分析検討を進める中で

発生する TDBPP の低減は、試験溶液に含

まれる夾雑物のカラムインサート内への

残留が原因であり、さらにメチル化剤の

蓄積も、TDBPP の低減を一層進めること

が推察された。カラム及びカラムインサ

ートを汚染のないものに交換することに

より、TDBPP の分解を抑えられることが

わかった。本研究により、分析者の健康影

響に配慮した TDBPP 及び BDBPP 化合物

の GC-MS による分析法が確立でき、分析

する際の留意点も明らかになった。今後、

TDBPP 及び BDBPP 化合物について、妥

当性評価試験の実施に向けた準備を進め

ていく。 

 

C.1-3. 家庭用品中の防虫剤試験法に関す

る研究 

妥当性評価試験に参加した 6 機関のう

ち、1 機関は GC/MS 分析におけるマトリ

ックス効果の影響とみられる低回収率と

なったが、その他 5 機関で算出した現行

基準値（30 µg/g）における平均回収率（真

度）は 95~110%、併行精度は 5%未満、室

間精度は 15%未満であった。溶剤類と同

様に「食品中に含有する農薬等に関する

試験法の妥当性評価ガイドライン」にて

評価すると、いずれの基準も満たしてい

た。そのため、有害物質に指定されている

2 種類の防虫剤について、十分な精度及び

感度を有し同時に分析できる試験法が開

発できた。また、ディルドリン及び DTTB

が含有される実際の試料（1975～1978 年

入手）を各機関に配布し、試験を依頼した

ところ、併行精度 5%未満、室間精度 15%

未満であったことから、安定した結果が

得られることが分かった。実試料におい

ても精度良く分析可能であることが示唆

された。なお、1 機関で問題となったマト

リックス効果について検討したところ

GC-MSの測定条件や機器の状態でその影

響の大きさが異なることが分かった。マ

トリックス効果の影響を軽減する方法と

して、ポリエチレングリコール 300 を測

定溶液に加える手法を検討したところ、

GC-MSの測定条件に依らず良好な結果が

得られることを確認できた。 

水素キャリアガス-GC/MS では、装置安

定化に長期間を要することや、感度低下

等の問題がみられた。ただし、測定条件を

検討した結果、ディルドリン及び DTTB

ともに基準値 30 µg/g の 1/10 以下を十分

に測定可能とする条件を見いだすことが

できた。そのため、水素をキャリアガスと

しても GC-MS 法にて試験が可能である

と確認できた。また、HPLC-PDA では、デ

ィルドリンの感度が GC-MS 比べて低か

ったものの、その定量下限値は基準値を

下回る 5.2 µg/g であった。一方、DTTB は

感度が良好であり、その定量下限値は基

準値の1/10を大きく下回った（1.3 µg/g）。

以上の結果から、水素ガスキャリア GC-

MS 及び HPLC-PDA もヘリウム不足時に

代替測定法として利用できる可能性があ

ることが分かった。 

 

C.1-4. 家庭用洗浄剤（酸・アルカリ）の試

験法に関する研究 
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測定対象としたアニオン、カチオン、有

機酸の計 23 種が同時分析可能となった。

対象有害物質である塩酸（塩化物イオン）、

硫酸（硫酸イオン）、水酸化ナトリウム（ナ

トリウムイオン）及び水酸化カリウム（カ

リウムイオン）については、妨害となりう

る成分と十分に分離していることが確認

でき、現行試験法で違反の疑いがある場

合に、それらのイオンを定量することで

違反の是非を確認することが可能である

と考えられた。一方、アンモニウムイオン

とモノエタノールアミン、乳酸とグリコ

ール酸、グリコール酸と酢酸、スルファミ

ン酸とギ酸、コハク酸とシュウ酸につい

ては、定性分析は可能であるが、完全には

ピーク分離しないため、それらの化合物

が同時に使用された場合に個々の物質に

ついて定量は難しいと考えられた。 

市販洗浄剤を分析した結果、一部の製

品について現行試験法では違反疑いと判

定される結果となった。それらをイオン

クロマトグラフで測定したところ、塩酸

以外にリン酸の含有が確認され、塩化物

イオンの定量から塩酸含有量としては違

反では無いことが確認でき、開発した分

析法は確認試験法として有効であると考

えられた。また、本研究で対象とした界面

活性剤を含むアルカリ性洗浄剤について

は、分析操作中に泡立つことから消泡剤

を使用しないと滴定できなかった。今後、

消泡剤種類や添加量が滴定に及ぼす影響

について調査し、現行試験法に消泡剤の

使用を記載すべきか検討する必要がある。 

 

C.1-5. 規制基準値改正のための情報収集 

洗浄剤の酸及びアルカリに関する規制

について、米国、カナダ、欧州、中国及び

韓国の状況について調査した。米国や中

国では pH についての規制は存在しなか

ったが、米国では塩酸及び硫酸または水

酸化ナトリウム及び水酸化カリウムの含

有量による製品への表示、中国では総酸

度の規定が存在した。カナダでは腐食性

に関して、pH により分類し製品への表示

が求められていた。韓国では、家庭用の洗

浄剤について、塩酸及び硫酸または水酸

化ナトリウム及び水酸化カリウムの含有

量規定が存在した。欧州では洗浄剤につ

いて、塩酸及び硫酸または水酸化ナトリ

ウム及び水酸化カリウムの含有量や pH

に関する規定は調べた限りでは見つから

なかった。 

 

C.2. 規制対象外の家庭用品及び有害物質

に対する規制基準設定に資する情報収

集 

  ISO16373 には繊維製品中の 14 種類の

発がん性染料について、いくつかの分析

法が記載されている。今回、ISO16373

に参考情報として掲載されている HPLC

条件を一部改変し、各染料を分析した。

Acid Red 114、Direct Black 38 及び Direct 

Brown 95 については、非常にブロードと

なるか、もしくはピークが確認できなか

ったため、それらの定性及び定量が難し

いと判断され、これら 3 種については測

定対象から除外した。REACH Annex 

XVII の制限物質リストに追加された 3

種の発がん性染料のうち、Basic Violet 3

は ISO16373 には記載されていない。

Basic Violet 3 について測定したところ、

小さなピークと大きいピークの二つが認
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められたが、ピーク形状は良好で分析可

能であった。そのため、12 種類の染料を

測定対象とした。各染料について 2~50 

μg/mL の範囲で検量線を作成したとこ

ろ、ピーク形状のブロードな Direct Blue 

6 及び Disperse Blue 1 では 5 μg/mL か

ら、それ以外は 2 μg/mL から直線性のあ

る検量線が作成できた。そこで、各検量

線の最低濃度を実濃度に換算した値を定

量下限値としたところ、20~50 μg/g であ

った。REACH では 3 種類の発がん性染

料の規制値を 50 μg/g としており、本調

査では規制値を十分に測定可能であっ

た。繊維製品 26 製品について分析を実

施したところ、いずれの染料についても

対象化合物は検出されなかった。 

 

D. まとめ 

有害物質の改正試験法の開発では、溶

剤 3 種及び防虫剤 2 種について、7 機関及

び 6 機関で妥当性評価試験を実施した。

その結果、再現性及び精度ともに十分な

結果が認められ、これらは改正試験法と

して有効であると考えられた。今後、これ

らの試験法を家庭用品安全対策調査会に

提案し、試験法の改正を目指す予定であ

る。また、防虫剤についてはヘリウムガス

不足に対応した代替キャリアガスを利用

した GC-MS 法等も検討した。防炎加工剤

では、TDBPP 及び BDBPP 化合物につい

て、現行試験法よりも安全性や精度及び

感度の向上した試験法が開発できた。今

後、妥当性評価試験を実施して試験法の

検証を行っていく予定である。酸・アルカ

リについては、アニオン、カチオン、有機

酸の計 23種が同時分析可能な確認試験法

が開発できた。洗浄剤の酸及びアルカリ

に関する規制について、諸外国の状況に

ついて調査した。米国では酸及びアルカ

リ含有量による製品への表示、中国では

総酸度の規定が存在した。カナダでは、pH

よる腐食性分類に基づく製品表示が求め

られていた。韓国では、家庭用の洗浄剤に

ついて、酸及びアルカリ含有量規定が存

在した。欧州では洗浄剤について、酸・ア

ルカリ含有量や pH に関する規定は調べ

た限りでは見つからなかった。欧州で規

制された Disperse Blue 1 、Basic Red 9 及

び Basic Violet 3 の 3 種類の発がん性染料

を含む 12 種類の染料について、繊維製品

26 製品について分析を実施したところ、

いずれの染料についても対象化合物は検

出されなかった。 

 

E. 健康危害情報 

なし 

 

F. 研究発表 

F1. 論文発表 

1) 吉田俊明・味村真弓・大嶋智子・山口

進康: 室内空気中 2,2,4-トリメチル-

1,3-ペンタンジオールモノイソブチレ

ート、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタン

ジオールジイソブチレート及び 2-エ

チル-1-ヘキサノールの分析法の検討, 

大阪健康安全基盤研究所研究年報, 3, 

89-95, 2019. 

2) Kawakami T., Isama K., Ikarashi Y.: 

Chromium and cobalt concentrations in 

textile products and the amounts eluted into 

artificial sweat, J. Environ. Chem., 30, 23-

28, 2020. 
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3) Sugaya N., Takahashi M., Sakurai K., 

Tahara M., Kawakami T.: Headspace 

GC/MS analysis of residual solvents in 

dietary supplements, cosmetics, and 

household products using ethyl lactate as a 

dissolution medium, J. AOAC Int., in 

press.  

4)西以和貴・佐藤学・仲野富美・辻清

美・上村仁・河上強志: 繊維製品中のデ

ィルドリン及び DTTB 分析法の開発, 

YAKUGAKU ZASSHI, in press. 

 

F.2 学会発表 

1) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明:

家庭用品規制法における有害物質の試

験法改正に伴う基準値に関する検討 

－溶剤－, 第 5 回次世代を担う若手の

ためのレギュラトリーサイエンスフォ

ーラム, 東京都港区（2019.9） 

2) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明:

家庭用品規制法における有害物質の試

験法改正に伴う基準値に関する検討 

－防虫剤－, 第 5 回次世代を担う若手

のためのレギュラトリーサイエンスフ

ォーラム, 東京都港区（2019.9） 

3) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明 

家庭用品規制法における有害物質の試

験法改正に伴う基準値に関する検討 

－防炎加工剤－, 第 5 回次世代を担う

若手のためのレギュラトリーサイエン

スフォーラム, 東京都港区（2019.9） 

4) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明:

家庭用品等に含まれる感作性物質の実

態調査 －眼鏡及びゴム手袋における

事例－, 第 48 回日本皮膚免疫アレルギ

ー学会総会学術大会, 横浜（2019.11） 

5) 菅谷なえ子・田原麻衣子・河上強志:家

庭用品規制法における溶剤 3 種の試験

法について －試験法改正に向けた妥

当性評価試料の検討－, 第 56 回全国

衛生 化学技術 協議会年 会 , 広島 

（2019.12） 

6) 西以和貴・上村仁・河上強志:繊維製品

中防虫加工剤の改正分析法における抽

出効率の評価, 第 56 回全国衛生化学

技術協議会年会, 広島 （2019.12） 

7) 大嶋智子・角谷直哉・山口之彦・河上

強志:家庭用品規制法における防炎加工

剤の試験法の検討（Ⅱ）, 第 56 回全国

衛生 化学技術 協議会年 会 , 広島 

（2019.12） 

8) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明:家

庭用品規制法で有害物質に指定されて

いる防虫剤 2 種の基準値に関する検討, 

第 56 回全国衛生化学技術協議会年会, 

広島 （2019.12） 

9) 河上強志・田原麻衣子・五十嵐良明:家

庭用品規制法で有害物質に指定されて

いる防炎加工剤 3 種の基準値に関する

検討, 第 56 回全国衛生化学技術協議

会年会, 広島 （2019.12） 

10) 河上強志: 家庭用品規制法の改正に

向けた動きと最新の話題, 第 56 回全

国衛生化学技術協議会年会部門別研究

会（環境・家庭用品部門） , 広島 

（2019.12） 

11) 西以和貴・上村仁・河上強志:水素キャ

リアガス-GC-MS を用いた繊維製品中

のディルドリン及び DTTB の分析法に

ついて, 令和元年度地方衛生研究所全

国協議会関東甲信静支部第 32回理化学

研究部会総会・研究会 （2020.2） 
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F.3 著書 

なし 

 

G. 知的所有権の取得状況 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3. その他 

なし 
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